
日本農業法人協会傷害保険制度 

 
（社）日本農業法人協会の会員である農業法人等の従業員等（経営者、パート含む）の方が、当該農

場の関連業務に従事しているとき、不慮の事故によって傷害を受け、死亡・後遺障害または入院・手

術や通院した場合に保険金を支給する制度で、多くの農業法人に利用されています。 
 
（１）加入資格 

（社）日本農業法人協会に加入している農業法人等です。 
 

（２）保険期間 

・毎年10月1日から1年間です。 
・毎月1日付での中途加入ができます。 

 

（３）保険料・補償内容 

 
【経営者向け】普通傷害保険（24時間補償） 

パターン項目 Ｓ Ｇ Ｐ 
死亡・後遺障害 ５００万円 １,０００万円 ２,０００万円 
入 院（日額） ４,５００円 ４,５００円 １０,０００円 
手 術 入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率（10倍、20倍、40倍）。 

保

険

金 
額 通 院（日額） ３,０００円 ３,０００円 ５,０００円 
保険料（年間） １３,８８０円 １７,４８０円 ３３,４００円 

※ 1法人で複数のパターンを選べます。ただし、被保険者1名につき1口です。 
 
【従業員向け】就業中のみの危険担保特約付帯普通傷害保険（仕事中のケガのみ補償） 

パターン項目 Ａ－１ Ａ－２ Ｂ Ｃ Ｄ 
死亡・後遺障害 100万円 100万円 300万円 500万円 1,000万円 
入 院（日額） 1,500円 1,500円 4,500円 1,500円 4,500円 
手 術 ― 入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率（10倍、20倍、40倍）。 

保

険

金 
額 通 院（日額）  1,000円 3,000円 3,000円 3,000円 

保険料（年間） ９８０円 １,７８０円 ５,３３０円 ６,１１０円 ８,０６０円 
※ 1法人で複数のパターンを選べます。ただし、被保険者1名につき1口です。 
 

（４）加入手続 

   被保険者・加入のパターンを記載の上、加入申込書を（社）日本農業法人協会へ毎年 9 月 10
日までにファクシミリまたは、郵送にて申し込みます。保険料は、（社）日本農業法人の郵便振替

口座に毎年9月10日までに振込みます。 
■ 郵便局 
口座番号 ： ００１９０－９－４０３７６８ 
加入者名 ： （社）日本農業法人協会 
 

「日本農業法人協会傷害保険制度」について、詳しくは（社）日本農業法人協会へお問い合わせください。 
（社）日本農業法人協会 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-25-5 虎ノ門34ＭＴビル 5階  
TEL 03-5156-0365  FAX 03-5156-0366  ＵＲＬ：http://www.hojin.or.jp/ 

 


